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１【提出理由】

当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2022年6月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり金22円　総額　512,843,540円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が

2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更

を行う。

代表取締役以外の取締役が取締役会の招集権者・議長となることを可能にするため、所要の変更を行

う。

社外取締役及び社外監査役との責任限定契約につき、法令が定める責任限度額への一本化を行うた

め、所要の変更を行う。

第3号議案　取締役6名選任の件

取締役として、徳間孝之、深川浩一、横尾健司、小谷直仁、村松邦子及び戸張　眞の6氏を選任す

る。

第4号議案　監査役4名選任の件

監査役として、蒲地謙児、栃木敏明、角田尚夫及び米田惠美の4氏を選任する。

第5号議案　取締役報酬額改定の件

取締役報酬等の額(年額2億8千万円以内)は変えずに、その内数である社外取締役に対する報酬額を

年額2千万円以内から年額4千万円以内に増額する。

第6号議案　監査役報酬額改定の件

監査役報酬等の額を年額4千万円以内から年額6千万円以内に増額する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第1号議案
剰余金処分の件

207,769 3,474 0 (注)1 可決 98.3

第2号議案
定款一部変更の件

211,164 79 0 (注)2 可決 99.9

第3号議案
取締役6名選任の件

   

(注)3

  

徳間　孝之 201,449 9,794 0 可決 95.3

深川　浩一 205,779 5,464 0 可決 97.4

横尾　健司 205,777 5,466 0 可決 97.4

小谷　直仁 209,180 2,063 0 可決 99.0
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村松　邦子 206,760 4,483 0 可決 97.8

戸張　　眞 210,240 1,003 0 可決 99.5

第4号議案
監査役4名選任の件

  0

(注)3

  

蒲地　謙児 210,491 751 0 可決 99.6

栃木　敏明 211,148 94 0 可決 99.9

角田　尚夫 181,306 29,935 0 可決 85.8

米田　惠美 211,157 85 0 可決 99.9

第5号議案
取締役報酬額改定の
件

200,905 131 10,207 (注)1 可決 95.1

第6号議案
監査役報酬額改定の
件

200,852 184 10,207 (注)1 可決 95.0

 

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の3分の2以上の賛成による。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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